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韓国の口蹄疫及び宮崎県における高病原性鳥インフルエンザ 

の発生に伴う農林水産省の対応 

 
今般、平成 23 年 1 月 24 日付け 22 消安第 8291 号及び 22 消安第 8292 号及

をもって農林水産省消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知があ

りましたので、貴会関係者に周知方お願いします。 

なお、このたびの通知は、①韓国における口蹄疫の発生拡大に伴い、畜産農

家に対する飼養家畜の異常の早期発見・通報、家畜管理者以外の農場敷地内出

入りの制限、消毒作業の再確認、放牧は当面の間舎飼いにする他、畜産関係者

等に対する韓国等口蹄疫発生国への渡航自粛等について、②宮崎県における高

病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、先に依頼した農場への緊急立入

調査の際、改善が必要な農場を中心に再度、全家きん飼養農場に立入調査等を

実施し、必要な改善措置を徹底するとともに、発生農場においては、一部で防

鳥ネットに隙間・穴、鶏舎内でのねずみの確認、鶏舎内に入る際、靴底消毒の

みで農場内専用の衣服・履物の不備、鶏の飲用水が未消毒等、不適切な事項が

確認されていることから、基本に立ち返った飼養衛生管理について、それぞれ

各都道府県畜産主務部長あて指導の再徹底を求めたことについて、本会に対し

て家畜防疫の重要性を十分理解の上、本会会員等に対する周知とともに適切な

対応についての指導等が依頼されたものです。 

 

 
本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 駒田 

 TEL 03－3475－1601 
































